
相
続
の
開
始
（
被
相
続

遺
言
書
の
有

遺
言
書
が
あ
る

・
自
筆
証
書
遺
言

・
秘
密
証
書
遺
言

・
一
般
危
急
時
遺

家
庭
裁
判
所
へ

遺
言
書
の
検
認
請
求

公
正
証
書
遺
言

遺
言
書
の
開
封

遺
言
執
行
者
の
選
任

相
続
分
の
指
定
の

み

相
続
財
産
の
指
定
が
あ
る

法
定

遺
言
の
指
定
ど
お
り
に

遺
産
分
割

相
続
税
の
申
告
・

１
０
ヶ
月
以
内

３
カ

●
遺
留
分
の
侵
害
が
あ
る

続
人
の
死
亡
）

無
の
確
認

遺
言
書
が
な
い

言言遺
言

求

相
続
人
の
確
定

相
続
人
が
い
る

相
続
財
産
の
確

認

限
定
承
認

相
続
放
棄

遺
産
分
割
協
議

相
続
人
が
い
な
い

不
在
者
財
産
管
理

人
の
選
任

相
続
人
の
捜
索

債
権
者
へ
の
弁
済

特
別
縁
故
者
へ
の

財
産
分
与

定
相
続

調
停
・
審
判

家
庭
裁
判
所
へ

遺
産
分
割

残
っ
た
財
産
は

国
庫
へ

・
納
税

カ
月
以
内

●
相
続
人
の
確
認

●
借
金
が
多
い
時

●
ま
と
ま
ら
な
い
と
き

●
遺
産
分
割
協
議
書
の
作
成

る
場
合
は
減
殺
請
求
（
１
年
以
内
）

●
死
亡
届
の
提
出


